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自治基本条例 ＆ 

市民参加を進めるための条例 

所沢市 

ところざわをよくするために

何ができるかな！？ 

ⒸSEIBU Lions 

 所沢市自治基本条例 第１８条第４項「（市民）参加に関し必要

な事項は、別に条例で定めます」の規定に基づき制定しました！ 



 

 

条例の目的は 

市民自治の実現による市民福祉の増進 
                           としています 

（第１条）   

条例を推進していくためには、自治の担い手である市民や市などが条例の目

指すところや理念を理解し、協働によってまちづくりを進めていくことが大切

です。 

自治基本条例  

情報の公開と共有 

 
○市政に関する情報を

わかりやすく公表 

 

○市民の意見・要望や

地域課題を把握し、

情報を共有 

市民参加の推進 
 

○市政への多様な参加

の機会の提供 

○市政運営に関する意

見・提案 

○

 
 

協働の推進 
 
○｢市民｣｢事業者｣｢市｣ 

 は地域課題を解決す 

 るために協働 

○地域コミュニティは 

 それぞれの特性を活 

 かして協働を推進 
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条例の目的 

基本的な取り組み 

 自治の主人公は市民です。 

 そして、より良いまちづくりを進めるためには、自治会・ボランティア 

団体・事業者などの市民と、市長・市職員・市議会などの市が、力を合わせる

ことが必要です。  

 そこで、それぞれの役割や基本的な方針など、よりよい所沢をつくっていく

ための基本ルールとして、平成23年7月1日に「所沢市自治基本条例」を施行

しました。 

つまり、 

市民の皆さんの笑顔を 

増やすってことだね！ 

第18条･第19条 第15条 第20条 



 

 

条例のポイント  

 市民は主権者であり、自治を推進する主

体であることを明確にしています。 

 また、市民は、個人として尊重され、市

政について情報を知る権利と参加する権利

などを持ち、互いに協力してまちづくりの

推進に努めるものとしています。 

①市民が自治を進める主役です！ 

 市議会は議員相互間の自由闊達な討議

を行うなどその活性化を図ること、議員

は市民の意見、要望等を把握して市政に

反映することなどを定めています。 

 また、市長は市民とともに自治を推進

すること、市政運営に関する基本方針と

その進行状況を明らかにするとともに、

効果的に市政運営を推進することとして

います。 

②市議会や市長のあり方を明らかに！ 

 市は、市民参加の方法について整備を図

り、多様な参加の機会を設けるとともに、

重要な計画などの策定の際は、情報の共

有、市民等の参加に努めなければならない

としています。 

 また、住民投票を行わなければならない

要件や投票結果を尊重することを規定して

います。 

③市民参加の方法を整備！ 
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市民が主役！ 

議会や市長は、市民と

一緒にまちづくりを 

進めていくんだね！ 

多様な市民参加の 

機会を設けます！ 

第4条、第6条、第7条 

第10条～第12条 

第18条、第21条 

自治基本条例 

所沢市議会 
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 市が行政を運営するための総合計画と

財政運営について、基本的な考え方を明

らかにしています。総合計画の進捗状

況、財務に関する情報について、市民に

わかりやすく公表や説明などを行うこと

としています。 

 また、主体的かつ積極的に条例等の立

案に取り組むことや、自主的な法令解釈

及び運用に努める政策法務のほか、施策

等を見直すための行政評価についても規

定しています。 

④市政運営の考え方を明らかに！ 

 市民、市は基本的規範としてこの条例を

守るよう定めています。 

 市は条例等を作ったり見直したりすると

きには、自治基本条例の考えに合うように

することとしています。 

 また、自治基本条例が適正に運用されて

いるか、見直しが必要かなどを審議するた

めに、「所沢市自治基本条例推進委員会」

の設置を規定しています。 

⑤自治基本条例の考えを実現して  

 いくために！ 

所沢市自治基本条例推進委員会 

 
適正に運用されているかな!? 

見直しは必要ないかな!? 

総合計画 財務情報 

 わかりやすく 

 公表！ 

第22条～第25条 

第2条、第31条 

自治基本条例 

      総合計画と行政評価 
 

 総合計画 

行政評価  

 市は、総合的かつ計画的な市政運営を図るため、総合計

画を策定しています。（第22条） 

 また、合理的で効果的な市政運営を行うため、市の政策

等について行政評価を実施します。（第25条） 

 計画・実行・評価・改善という進捗管理の手法はＰＤＣ

Ａ（Plan：計画・Do：実行・Check：評価・Act：改

善）サイクルと呼ばれています。総合計画は「Ｐ：計画」

にあたります。計画に基づき、適切に「Ｄ：実行」されて

いるかどうか、行政評価に基づく「Ｃ：評価」を行い、

「Ａ：改善」につなげていきます。 



 

 

第１章 総則 
（目的） 

第１条 この条例は、所沢市（以下「本市」とい

います。）の自治の基本理念及び基本原則を明

らかにするとともに、市民等の権利、責務及び

役割、市の役割及び責務並びに市政運営の基本

的事項を定め、これらの着実な実行を通じて市

民自治を実現し、もって市民福祉の増進を図る

ことを目的とします。 

（この条例の位置付け） 

第２条 この条例は、本市の自治に関する基本的

規範であり、市民等、市はこの条例を遵守しな

ければなりません。 

２ 市は、他の条例等の運用及び解釈並びに制定

改廃に当たっては、この条例との整合を図るな

ど、その他必要な措置を講じるよう努めるもの

とします。 

（定義） 

第３条 この条例における用語の定義は、次のと

おりとします。 

（１）市民 本市に住んでいる者をいいます。 

（２）事業者 市内で事業活動を行うものをい

います。 

（３）市民等 市民、市外在住者で本市で働く

者及び学ぶ者、事業者及び地域コミュニティ

をいいます。 

（４）市 市議会及び市長その他執行機関をい

います。 

（５）まちづくり 市民福祉の増進のために行

われる公共的活動の総体をいいます。 

（６）市政 まちづくりのうち市が担うものを

いいます。 

（７）参加 まちづくりに関して、市民等が意

見及び提案を述べ、又は計画の企画立案、実

施、評価及び見直しに、主体的に関わること

をいいます。 

（８）協働 市民等、市が、それぞれの役割分

担に基づき、まちづくりの推進のために情報

を共有し、対等な立場で連携し、協力して取

り組むことをいいます。 

第２章 自治の基本理念及び基本原則 
（自治の基本理念） 

第４条 この条例の目的を達成するため、次のと

おり自治の基本理念を定めます。 

（１）市民は、主権者であり、自治を推進する

主体です。 

（２）市民等、市は、基本的人権を尊重しま

す。 

（３）市は、市民の負託に応えて、市民自治を

推進します。 

条例の全文  

所沢市自治基本条例 

 

目次 
前文 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 自治の基本理念及び基本原則（第４条・

第５条） 

第３章 市民等（第６条－第９条） 

第４章 市議会及び議員（第１０条・第１１条） 

第５章 市長及び職員（第１２条－第１４条） 

第６章 情報の公開及び共有（第１５条－第１７

条） 

第７章 参加及び協働（第１８条－第２１条） 

第８章 市政運営（第２２条－第２８条） 

第９章 国、県、他自治体等との連携等（第２９

条・第３０条） 

第１０章 所沢市自治基本条例推進委員会（第

３１条） 

附則 

 

前文 
わたしたちのまち所沢は、武蔵野台地にあり、

狭山丘陵に代表される豊かな自然に恵まれ、旧石

器時代の人々の生活を示す砂川遺跡や、江戸時代

に開拓された三富新田などの土地が広がります。

また、鎌倉街道の拠点として発展し、織物やさつ

まいも、茶などを産み出し、日本で初めて飛行場

がつくられた航空発祥の地であるなど、歴史と文

化に育まれたまちです。 

首都圏３０キロメートルという立地条件の良さ

から、県南西部の中核的な都市として発展し、う

るおいの文化都市をめざしてきました。その反

面、雑木林に象徴される武蔵野の豊かな自然は開

発により徐々に減少し、また、産業廃棄物処分を

めぐるダイオキシン等の環境問題が顕在化し、こ

れらの対策に市民、市（市議会、市長その他執行

機関）が一体となって取り組んできました。 

わたしたちは、所沢市平和都市宣言の趣旨に基

づき、人類共通の願いである平和な社会を守りな

がら、住んでいることに誇りを持ち、今後も住み

続けたいまち所沢を実現するために、市民一人ひ

とりが互いに助け合い、協力し合って、子どもと

みどりを育み、すべての人を大切にするまち所沢

をつくっていきます。 

市民自らが、主体的かつ積極的に市政に参加

し、市は市民の負託に応え、市民と情報を共有

し、市民が主役となって自治を進める市民自治に

よるまちづくりを推進していくために、ここに所

沢市の最高規範たるべく、所沢市自治基本条例を

制定します。 
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自治基本条例 



 

 

（自治の基本原則） 

第５条 前条に定める自治の基本理念に基づき、

次に掲げる事項を自治の基本原則とします。 

（１）平等の原則 市民等、市は、基本的人権

を尊重するとともに、すべての人に配慮する

ユニバーサルデザインの考え方に基づき、平

等で差別のない人にやさしいまちづくりを推

進します。 

（２）情報共有の原則 市は、市民等に市政に

関する情報をわかりやすく公表し、又は提供

するとともに、市民等の意見等を把握して、

情報共有を進めます。 

（３）参加の原則 市民等は、主体的な意思に

基づいて、市政に参加し、まちづくりを推進

します。 

（４）自立自治の原則 市は、市民等の意見、

要望等を十分に反映しながら自立した市政運

営を行います。 

第３章 市民等 
（市民の権利） 

第６条 市民は、個人として尊重され、安全で安

心な生活を営む権利を有します。 

２ 市民は、市政に関する情報について知る権利

を有します。 

３ 市民は、市政における企画立案、実施、評価

及び見直しにおけるそれぞれの過程に参加する

権利を有します。 

４ 市民は、前３項の権利を適正に行使するもの

とします。 

５ 市民は、市政に参加しないことを理由とし

て、不利益を受けることはありません。 

（市民の責務） 

第７条 市民は、互いにその立場及び意見を尊重

し、協力してまちづくりの推進に努めるものと

します。 

２ 市民は、市政に参加するに当たり、自らの発

言及び行動に責任を持ちます。 

（事業者の役割） 

第８条 事業者は、地域の一員であり、地域の環

境に配慮するとともに、市民等・市とともにま

ちづくりの推進に寄与するよう努めるものとし

ます。 

（地域コミュニティ） 

第９条 市民は、地域コミュニティ（自治会等の

地縁による団体及びボランティア、非営利活動

団体その他の市民活動団体等で共通した目的を

持ち、地域で活動するもの）の担い手であり、

これを守り育てるよう努めるものとします。 

２ 地域コミュニティは、地域の課題解決のた

め、組織の活性化及びネットワークによる連携

の強化に努めるものとします。 

３ 市長その他執行機関は、地域コミュニティの

自主性及び自立性を尊重しつつ、地域の課題解

決に必要な支援に努めるものとします。 

 

第４章 市議会及び議員 
（市議会の役割及び責務） 

第１０条 市議会は、この条例、所沢市議会基本

条例（平成２１年条例第１号）、法令等を遵守

し、市民の負託に応えるとともに市民等の意思

を市政に反映するため、議員相互間の自由闊達

な討議を行い、政策立案、立法機能等の充実を

図るものとします。 

２ 市議会は、市長その他執行機関が行う政策の

適切かつ効果的な執行について監視する役割を

果たします。 

 （議員の役割及び責務） 

第１１条 議員は、市民等の意見、要望等を把握

し、市民の負託を受けた公人として、これらを

市政に反映するよう努めなければなりません。 

第５章 市長及び職員 
（市長の責務） 

第１２条 市長は、市民等とともに自治を推進す

るという認識に立ち、この条例、法令等を遵守

して毎年度、市政運営に関する基本方針を明ら

かにします。また、公正かつ誠実に職務を遂行

し、進行状況等を公表するものとします。 

２ 市長は、本市を取り巻く社会情勢の変化に適

切に対応して、市民福祉の増進を図るために効

率的で効果的な市政運営を推進し、かつ、組織

の整備及び活性化に努めるものとします。 

３ 市長は、職員の能力の向上を図るとともに、

政策形成等が活発に行われる職場環境の整備を

行うものとします。 

（職員の責務） 

第１３条 職員は、この条例、法令等を遵守し、

全体の奉仕者として公正、誠実かつ効果的に職

務の遂行に努めるものとします。 

２ 職員は、市民等の意見、要望等及び行政課題

に適切に対応するために、必要な知識、技能等

の向上に努めるものとします。 

（公益通報） 

第１４条 職員は、適法かつ公正な市政運営を妨

げ、市政に対する市民等の信頼を損なうような

行為のあることを知った場合は、速やかにその

事実を通報しなければなりません。 

２ 市は、前項の規定による通報を行った職員に

対し、それを理由として不利益な取扱いをして

はなりません。 

第６章 情報の公開及び共有 
（情報の公開及び共有） 

第１５条 市は、市民等の市政への参加及び協働

を促進するために、正当な理由がある場合を除

き、市政に関する情報を積極的かつわかりやす

く公表し、又は提供しなければなりません。 

２ 市民等は、市政への参加及び協働に必要な情

報の公開を市に別に条例で定めるところにより

請求し、公開を受けることができます。この場

合において、市民等は、速やかにわかりやすい

5 

自治基本条例 



 

 

説明を受けることができます。 

３ 市は、市民等の意見、要望等及び地域課題の

把握に努め、市民等との情報の共有を図らなけ

ればなりません。 

（説明責任） 

第１６条 市は、政策の企画立案、実施、評価及

び見直しに至る過程及びその内容を、市民等に

わかりやすく、かつ、速やかに説明しなければ

なりません。 

（個人情報の保護） 

第１７条 市は、保有する個人情報を適正に管理

し、保護しなければなりません。 

２ 市民は、市が保有する自らの情報について、

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

５７号）で定めるところにより開示、訂正、削

除又は目的外利用等の中止を求めることができ

ます。 

（令４条例１６・一部改正） 

第７章 参加及び協働 
（参加の推進） 

第１８条 市は、市民等の市政への参加を推進す

るために、参加の方法について整備を図るほ

か、多様な参加の機会を設けるよう努めなけれ

ばなりません。 

２ 市は、重要な政策及び計画の策定に当たって

は、その企画立案の段階から市民等と地域課題

及び情報を共有し、市民等の参加に努めなけれ

ばなりません。 

３ 市民等、市は、子どもが市政に参加できるよ

う、工夫し、配慮しなければなりません。 

４ 参加に関し必要な事項は、別に条例で定めま

す。 

（参加の方法） 

第１９条 参加の方法は、次のとおりとします。 

（１）市民等の意見提出 

ア 市民等は、市政運営に関する自らの意

見、提案等を、市に提出することができ

ます。 

イ 市は、市民等の意見、提案等に対して誠

実に回答するものとします。 

（２）市民等の意見聴取 

ア 市は、重要な施策等の策定又は改廃に当

たっては、意見の反映が可能な段階で内

容等を公表して、意見提案手続、公聴会

等により、市民等の意見を聴取し、市政

に反映するよう努めるものとします。 

イ 市は、市民等から聴取した意見に対して

誠実に回答し、その内容を公表するよう

努めるものとします。 

（３）審議会等への参加 

市は、審議会等の委員を選任する場合に

は、可能な限り市民から公募するものとしま

す。ただし、市民から公募しない場合には、

その理由を明らかにしなければなりません。 

（４）前３号に掲げるもののほか、市が必要と

認める場合 

 

（協働の推進） 

第２０条 市民等、市は、地域課題を解決するた

めに協働するとともに、そのための仕組みづく

りに努めるものとします。 

２ 地域コミュニティは、地域課題を解決するた

めの重要な役割を担い、それぞれの特性を活か

しつつ、市等との協働の推進に努めるものとし

ます。 

３ 市長その他執行機関は、協働の推進に当たっ

ては、市民等に対して不利益な取扱いをしては

なりません。 

（住民投票） 

第２１条 市長は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、住民投票を行わなければなりませ

ん。 

（１）年齢満１８歳以上の本市の住民基本台帳

に記録されている者で日本国籍を有するもの

が、その総数の５分の１以上の者の連署を

もって住民投票の請求を行ったとき。 

（２）市議会が、出席議員の過半数の賛成によ

り住民投票の実施を議決したとき。 

（３）市長が、市政運営に関する特に重要な事

項について、住民投票が必要であると判断し

たとき。 

２ 市民等、市は、住民投票の結果を尊重しなけ

ればなりません。 

３ 前２項に定めるもののほか、住民投票に関し

必要な事項は、別に条例で定めます。 

（平２４条例３０・一部改正） 

第８章 市政運営 
（総合計画） 

第２２条 市長その他執行機関は、本市を取り巻

く社会情勢の変化を踏まえ、総合的かつ計画的

な市政運営を図るため、この条例に則して総合

計画を策定し、実施に当たっては適切な進行管

理を行わなければなりません。 

２ 総合計画の構成は、次のとおりとします。 

（１）基本構想 まちづくりの理念及び将来都

市像並びにこれらを実現するためのまちづく

りの目標を示したものです。 

（２）基本計画 基本構想を実現するため、ま

ちづくりの目標に対する現状、課題及び課題

解決に向けた施策の方針並びに施策の体系及

び主要な事業などを示したものです。 

（３）実施計画 基本計画で示された施策及び

主要事業並びに新たに生じた課題解決に向け

て必要な事業など、実施の時期及び実施に当

たっての具体的な方策を示したものです。 

３ 本市の政策は、総合計画に基づいて行われる

ものとします。 

４ 市長その他執行機関は、総合計画の策定に当

たっては、その企画立案の段階から市民等の参

加による取組みに努めなければなりません。 

５ 市長その他執行機関は、総合計画の進捗状況
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自治基本条例 



 

 

について毎年度、報告会を開催するなど、市民

等にわかりやすく説明し、市民等の意見を聴取

しなければなりません。 

（平２３条例２６・一部改正） 

（行財政運営） 

第２３条 市長その他執行機関は、総合計画、財

政計画、行政評価等を踏まえて、予算を編成

し、執行するとともに、健全な行財政運営に努

めなければなりません。 

２ 市長その他執行機関は、予算、決算、財政計

画等の財務に関する情報について毎年度、報告

会を開催するなど、市民等にわかりやすく公表

しなければなりません。 

３ 市長その他執行機関は、自主財源の確保に努

めるとともに、中長期的な視点に立って、財政

基盤の強化に努めるものとします。 

４ 市長その他執行機関は、行財政運営の効率化

及び健全化を進めるために、外部監査制度その

他の監査に関する制度の整備を図らなければな

りません。 

（政策法務） 

第２４条 市は、市民等のニーズ及び地域課題に

対応するため、主体的かつ積極的に条例等の立

案に取り組むとともに、法令等の自主的な解釈

及び運用に努めなければなりません。 

２ 市は、自主的で質の高い政策を実現するた

め、政策法務を充実するための運営及び体制整

備に努めるものとします。 

（行政評価） 

第２５条 市長その他執行機関は、合理的で効果

的な市政運営を行うため、政策、施策及び事務

事業について行政評価を実施し、その結果を市

民等に公表するとともに市政に反映しなければ

なりません。 

２ 市は、行政評価を行うに当たっては、市民等

及び知識経験者の参加に努めるものとします。 

（行政手続） 

第２６条 市長その他執行機関は、市民等の権利

利益を保護するため、処分、行政指導及び届出

に関する手続を定め、その適正化を図らなけれ

ばなりません。 

（意見、苦情等への対応） 

第２７条 市は、市民等の市政に関する意見、苦

情等に対して、公正かつ公平な立場で迅速に対

応するため、体制の整備等に努めなければなり

ません。 

 

 

（危機管理） 

第２８条 市は、市民等の生命、身体若しくは財

産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがあ

る緊急の事態等に的確に対応するための体制を

整備し、市民生活の安全確保に努めなければな

りません。 

２ 市民等は、緊急の事態等の発生時に、自らの

安全確保を図るとともに市民等の相互の緊密な

助け合いが行えるよう連携に努めるものとしま

す。 

第９章 国、県、他自治体等との連携等 
（国、県、他自治体等との連携等） 

第２９条 市は、国、県、他自治体等との役割分

担を明確にして対等の立場で連携し、協力する

とともに、政策及び制度の改善等に関する提

案、協力を行います。 

２ 広域的な行政課題解決のため、近隣自治体等

と連携し、協力するよう努めるものとします。 

（国際交流） 

第３０条 市民等、市は、他国の都市及び外国籍

市民との交流を通じて、相互の理解を深め、平

和、人権、環境等の共通する諸課題の解決に取

り組みます。 

第１０章  所沢市自治基本条例推進委員会 
（所沢市自治基本条例推進委員会の設置） 

第３１条 市長は、この条例の運用状況について

調査及び検討に努めるとともに、この条例の実

効性を確保するため、所沢市自治基本条例推進

委員会（以下「委員会」といいます。）を設置

します。 

２ 委員会は、この条例の適切な運用及び見直し

に関する事項について市長の諮問に応じて審議

を行い答申するとともに、自ら市長に対して提

言することができます。 

３ 前２項に定めるもののほか、委員会の組織及

び運営に関し必要な事項は、別に定めます。 

附 則 
この条例は、平成２３年７月１日から施行します。 

附 則（平成２３年９月３０日条例第２６号） 
この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年７月９日条例第３０号） 
この条例は、平成２４年７月９日から施行する。 

附 則（令和４年１２月１９日条例第１６号） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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第18条第4項「（市民）参加に関し必要な事項は、別に条例

で定めます」の規定に基づき、次ページの「所沢市市民参加

を進めるための条例」を平成27年4月1日に施行しました！ 

自治基本条例 
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市民参加 

背すじを正す 

所沢地区 

吾妻地区 
山口地区 

三ケ島地区 

小手指地区 
松井地区 

柳瀬地区 

富岡地区 

新所沢・

新所沢東

地区 
並木地区 



 

 

市政への市民参加 
 

● 市長への手紙 

● パブリックコメント手続 

     （意見提案手続） 

● 公聴会 

● 市民検討会議 

● 審議会 

自らのまちを 

よりよくするための活動 
 

● 地域活動 

 （自治会活動、清掃活動など） 

● 子どもに、まちづくりと 

  市政についての情報を 

  わかりやすく提供すること 

           など 
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基本的な取り組み 

条例の目的 

 

●市政への市民の参加方法を定めること 

●市民による まちをよりよくするための様々な活動を促進すること 

 そう、この条例は、市政やまちをよりよくするための様々な活動について、

市民参加を推進するための条例です。 

  
 自治基本条例施行後、「所沢市自治基本条例推進委員会」では、 

条例の適正な運用についての審議とあわせ、市民参加のあり方につい

て議論し、平成26年2月「市民参加等に関する条例についての提言」

が行われました。 

 「所沢市市民参加を進めるための条例」は、同委員会からの提言を

踏まえ、所沢市にふさわしい市民参加を進めるために自治基本条例第

18条第4項に規定される条例として制定したものです。 

条例制定の経緯 

（第1条） 

この2つをあわせて進めていくことで、 

未来に向けたまちづくりを市民参加により行うこと 
を目的としています。 

 市政がよくなるでしょう 

(姿勢) 



 

 

条例の特徴  
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◆市政への参加に加え、市民がまちづくりに主体的に関わることを含めて、市民

参加ととらえて規定していること（第2条） 

 

◆参加の手続を行う際には、 

 パブリックコメント手続を必須としていること（第8条） 

 

◆参加の手続において、重要な事項については、パブリックコメント手続を含む

２つ以上の方法によって行うとしていること（第8条） 

 

◆公募を実施するに当たり、幅広い多様な意見を取り入れることを目的として、

無作為抽出についての規定を設けたこと（第9条） 

 

◆選挙における投票の機会の活用についての規定を設けたこと（第10条） 

 

 
例えば、 

「地域の清掃活動への参加」も

その一つだよ！ 

 
 

「見守りパトロール」もね！ 

 
「自らのまちをよりよくする 

ための活動」ってなんだろう？ 

市民参加を進めるための条例 
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特徴①：パブリックコメント手続  

 市民の皆さんに対し、広く公（＝パブ

リック）に、意見・情報・改善案など

（＝コメント）を求める意見提案手続の

ことです。 

 市は、重要な計画などを作るとき、パ

ブリックコメント手続を実施して、ホー

ムページで広く意見等を募集します。 

 市民は、定められた期間内（おおむね

２週間～１か月）に、郵送やインター

ネットなどで、意見等を提出することが

できます。 

 

第６条では、 

「所沢市自治基本条例第１９条に規定する参加の方法は、次のとおりとします。」 

（１）市民等の意見提出 

（２）パブリックコメント手続 

（３）公聴会への参加 

（４）市民検討会議への参加 

（５）審議会等への参加 

（６）その他市が適当と認める手続 

と規定しています。 

パブリックコメント手続とは… 

 
寄せられた意見などに対し、 

市がどのように対応するかを 

ＨＰで公表します。 

皆様から集まったご意見を… 

市で検討します！ 

市民参加を進めるための条例 
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いろいろな人の市民参加につな

がる仕組みなんだね！！ 

 

● これまであまり市政に関心のな

かった方などが参加するきっかけ

になる。 

● 案内の通知を受けた方が「選ばれ

た」という意識をお持ちいただけ

ることで、積極的な発言につなが

る。 

● 年齢や性別の偏りがなく参加して

いただきやすくなる。 

             など 

メリット 

特徴②：無作為抽出  

第９条では、 

「市は、市民検討会議及び審議会等で構成員を市民から公募するときは、無作為

抽出その他の方法により、幅広い多様な意見が取り入れられるよう努めなければ

なりません。」 

と規定しています。 

 
無作為抽出 
ってなんだ？ 

 市民検討会議や審議会の委員などを公

募するときの方法の一つです。所沢市の

住民基本台帳に登録されている方から無

作為（ランダム）に選び、ご案内の通知

をする方法です。 

 年齢や性別の偏りがなく参加していた

だきやすくなるため、新たな手法として

採用する自治体が増えています。 

無作為抽出とは… 

 

市政へ参加！！ 

所沢市役所 

市民参加を進めるための条例 
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公  表  

第１１条では、 

「市長は、毎年度、その年度における参加の手続の実施予定及び前年度の実施状況

を取りまとめ、これを公表するものとします。」 

と規定しています。 

実施状況 実施予定 

今年度 前年度 

市長は、毎年度、参加手続について、 

 

 ●前年度の実施状況 

 ●その年度の実施予定  

 

を取りまとめて、公表することと 

なっています。 

 

市のホームページや各まちづくりセンターの掲示などで公表します 

市のホームページ 各まちづくりセンター（11か所） 

市民参加を進めるための条例 
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条例の全文  

市民参加を進めるための条例 

所沢市市民参加を進めるための条例 

 

目次 
第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 市政への参加（第４条－第１１条） 

第３章 自らのまちをよりよくするための活動

（第１２条－第１６条） 

第４章 雑則（第１７条） 

附則 

 

第１章 総則 
（目的） 

第１条 この条例は、所沢市自治基本条例（平成

２３年条例第1号）第１８条第４項の規定に基

づき、市政への参加に係る基本的な事項につい

て定めるとともに、市民等が自らのまちをより

よくするために主体的に関わる様々な活動を促

進することにより、市民参加による未来に向け

たまちづくりの推進に資することを目的としま

す。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の定義は、所沢市

自治基本条例において使用する用語の例による

ほか、次のとおりとします。 

（１）市民参加 市民等が、市政に参加するこ

と及びまちづくりに主体的に関わることをい

います。 

（２）子ども 市民等のうち、小学校就学の始

期から満１８歳に達するまでの者をいいま

す。 

（３）パブリックコメント手続  政策等の趣

旨、目的、内容等の必要な事項を広く市民等

その他影響を受けるものに公表し、公表した

ものに対する意見（以下「意見等」といいま

す。）の提出を受け、提出された意見等の概

要及び提出された意見等に対する市の考え方

等を公表する一連の手続をいいます。 

（４）市民検討会議 市民等と市又は市民等同

士の自由な議論により、市民等の意見の方向

性を見いだす集まりをいいます。 

（５）無作為抽出 住民基本台帳から、条件を

設けずに、又は一定の条件の下、対象者を無

作為に抽出する方法をいいます。 

（基本原則） 

第３条 市政への参加は、市民等と市がお互いの

役割を理解し、尊重し合いながら行われるべき

ものとします。この場合において、子どもに

あっては、それぞれの年齢にふさわしい役割を

有するものとして、その役割に応じた参加が行

われるべきものとします 

２ 市民等は、自主性及び自律性をもって、まち

をよりよくするための活動を推進するものとし

ます。 

第２章 市政への参加 
（参加における市民等の責務） 

第４条 市民等は、市政への参加に当たっては、

意見及び行動に責任を持つとともに、お互いに

意見を尊重するものとします。 

（参加における市の責務） 

第５条 市は、市政について積極的に情報を提供

するとともに、すべての人に配慮するユニバー

サルデザインの考え方に基づき、参加のための

環境の整備に努めるものとします。 

（参加の方法） 

第６条 所沢市自治基本条例第１９条に規定する

参加の方法は、次のとおりとします。 

（１）市民等の意見提出 

（２）パブリックコメント手続 

（３）公聴会への参加 

（４）市民検討会議への参加 

（５）審議会等への参加 

（６）その他市が適当と認める手続 

（参加の手続の対象） 

第７条 市は、次に掲げる事項を実施しようとす

るときは、市民等の参加の手続（以下「参加の

手続」といいます。）を行わなければなりませ

ん。 

（１）市の基本構想、基本計画その他市の基本

的な事項を定める計画の策定又は改定 

（２）市民等に義務を課し、又は市民等の権利

を制限する条例の制定又は改廃 

（３）市民生活に重大な影響を及ぼすと市が認

める制度の導入、変更又は廃止 

（４）市政に関する方針を定める条例の制定又

は改廃 

（５）その他市が市民等の参加の必要があると

認めるもの 

２ 前項の規定にかかわらず、軽微なもの、緊急

その他やむを得ない理由があるもの又は法令の

規定により実施の基準が定められていてその基

準に基づいて行うものについては、参加の手続

を行わないことができます。 

（参加の手続の実施） 

第８条 参加の手続は、第６条第２号から第６号

までの参加の方法によるものとし、このうちパ

ブリックコメント手続については必ず行うもの

とします。 

２ 市は、前条第１項第１号から第３号までの事

項については、パブリックコメント手続を含む

２以上の方法により参加の手続を行うものとし

ます。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいず 

http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#
http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#
http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#
http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#
http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#
http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#
http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#
http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#
http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#
http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#
http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#
http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#
http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#
http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#


 

 

 れかに該当する場合は、パブリックコメント手

続の方法による参加の手続を行わないことがで

きます。 

（１）地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料

及び手数料等の徴収に関するもの 

（２）特定の範囲のものを対象として、参加の

手続を行うことが効果的かつ適切であると市

が認めるもの 

（３）審議会等がパブリックコメント手続に準

じた手続を経て行った答申、報告等に沿って

市が立案を行うもの 

（公募の実施） 

第９条 市は、市民検討会議及び審議会等で構成

員を市民から公募するときは、無作為抽出その

他の方法により、幅広い多様な意見が取り入れ

られるよう努めなければなりません。 

（選挙における投票の機会の活用） 

第１０条 市民は、各種選挙において、投票の機

会を積極的に活用するよう努めるものとしま

す。 

（参加の状況の公表） 

第１１条 市長は、毎年度、その年度における参

加の手続の実施予定及び前年度の実施状況を取

りまとめ、これを公表するものとします。 

第３章 

自らのまちをよりよくするための活動 
（よりよいまちづくりの推進） 

第１２条 市民等及び市は、誰もが暮らしやすい

地域社会を築くため、よりよいまちづくりの推

進に努めるものとします。 

（市民等及び市によるまちづくり） 

第１３条 市民等及び市は、自らのまちをよりよ

くするために、それぞれの役割と立場に応じ

て、自らの知識、経験、技術等を提供し合い、

共に主体的にまちづくりに加わるよう努めるも

のとします。 

（市民の役割） 

第１４条 市民は、自分たちの暮らす地域を自分

たちでよりよくするための活動（以下「地域活

動」といいます。）に、主体的に加わるよう努

めるものとします。 

（事業者の役割） 

第１５条 事業者は、地域の一員としてまちづく

りを進める役割を担っていることを認識し、地

域活動に積極的に加わるよう努めるものとしま

す。 
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市民参加を進めるための条例 

市民による清掃活動 

 

 
狭山湖・狭山茶・焼だんご・ 

所沢市民文化センターミューズ・ 

西武ドーム球場・所沢航空記念公園・ 

さといも・にんじん・ 

ところざわまつり・手打ちうどん 

表紙の写真（左上から） 

（子どもの参加） 

第１６条 市民等及び市は、子どもが将来におい

ても地域活動に加わり、市政に積極的に参加す

るように、まちづくりと市政についての情報を

わかりやすく提供するとともに、意見を聴くよ

う努めるものとします。 

第４章 雑則 
（委任） 

第１７条 この条例の施行に関し必要な事項は、

別に定めます。 

附 則 
この条例は、平成２７年４月１日から施行しま

す。 
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